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il主1
iFj 中

華
人
民
共
和
国
婚
姻
法

邦
訳

(二
O
O
一
年
四
月
二
八
日
、
第
九
期
全
国
人
民
大
会
常
務
委
員
会
第
二
一
回
会
議
改
正
)

訳
者
ま
え
が
き

庚鈴

瀬木

員

眠
貝弓

中
華
人
民
共
和
国
の
家
族
基
本
法
で
あ
る
婚
姻
法
が
、
二
O
O
一
年
四
月
二
八
日
、
比
較
的
大
幅
な
改
正
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
。
旧
法
は
建
国
間
も
な

い
一
九
五
O
年
に
制
定
さ
れ
た
法
を
、
全
国
人
民
代
表
大
会
が
一
九
人
O
年
九
月
一

O
日
に
全
面
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
改
正
は
、
八
O
年
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料

法
の
基
本
原
則
を
変
更
し
な
い
範
囲
で
部
分
改
正
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
、
全
国
人
民
代
表
大
会
の
常
設
機
関
で
あ
る
常
務
委
員
会
に
よ
っ
て

資

改
正
が
な
さ
れ
た
。
改
正
法
は
聞
日
施
行
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
改
正
さ
れ
た
後
の
中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法
の
全
文
の
日
本
語
訳
を
掲
載
し
、
江

湖
の
参
考
に
供
し
た
い
。

と
法
の
対
応

な
お
、
改
正
の
経
緯
、
改
正
過
程
で
の
主
要
な
論
点
、
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
、
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
は
、
訳
者
ら
は
「
中
国
に
お
け
る
家
族
の
変
容

二
O
O
一
年
婚
姻
法
改
正
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
二
三
号
(
二

O
O
一
年
一
一
一
月
)
八
六
頁
以
下
を
公
表
し
て
い
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

次

同
口

総
則
結
婚
家
族
関
係

離
婚
救
済
措
置
お
よ
び
法
的
責
任

附
則

北法53(1-180)180



第第

二

条

第

条

邦訳中華人民共和国婚姻法

第

四

条 第
一
章

員。

条

す婚本
る姻法
。のは
自婚
由姻

家

主高
級婦の

塁委
員的
平端

号電
話さ
制%
度
を
実
行

女
性
・
子
ど
も
お
よ
び
高
齢
者
の
合
法
的
権
利
・
利
益
を

保
護
す
る
。

計
画
出
産
を
実
行
す
る
。

請
負
・
売
買
婚
お
よ
び
そ
の
他
の
婚
姻
の
自
由
に
干
渉
す
る

行
為
を
禁
止
す
る
。
婚
姻
を
口
実
に
財
物
を
取
り
立
て
る
こ

と
を
禁
止
す
る
。

重
婚
を
禁
止
す
る
。
配
偶
者
を
有
す
る
者
が
他
の
者
と
同

棲
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
家
庭
内
暴
力
を
禁
止
す
る
。
家

族
構
成
員
聞
の
虐
待
お
よ
び
遺
棄
を
禁
止
す
る
。

夫
婦
は

E
い
に
誠
実
で
あ
り
、
尊
重
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
家
族
構
成
員
間
に
お
い
て
は
高
齢
者
を
敬
い
、
幼
い

者
を
慈
し
み
、
互
い
に
助
け
合
い
、
平
等
で
、
仲
睦
ま
じ
く
、

品
格
あ
る
婚
姻
・
家
族
関
係
を
維
持
・
擁
護
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第

五

条

第

六

条

第

七

条

第

八

条

第

九

条 第

章

結
婚

結
婚
は
男
女
双
方
の
完
全
な
自
由
意
思
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
如
何
な
る
一
方
も
他
方
に
対
し
て
強
制
し
た
り
、
ま

た
は
如
何
な
る
第
三
者
も
干
渉
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

婚
姻
年
齢
は
、
男
性
満
二
二
歳
、
女
性
満
二

O
歳
よ
り
早
く

し
て
は
な
ら
な
い
。
晩
婚
お
よ
び
出
産
年
齢
を
遅
ら
す
こ
と

を
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。

下
に
列
記
す
る
事
情
の
一
つ
に
該
当
す
る
場
合
、
結
婚
を
禁

止
す
る
。

(
二
直
系
血
族
お
よ
び
三
代
以
内
の
傍
系
血
族
。

(
二
)
医
学
上
結
婚
す
べ
き
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
疾
病

に
催
患
し
て
い
る
者
。

結
婚
し
よ
う
と
す
る
男
女
双
方
は
自
ら
婚
姻
登
録
機
関
に
お

も
む
い
て
結
婚
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
法
の
規

定
に
合
致
す
る
場
合
、
登
録
し
て
、
結
婚
証
を
発
給
す
る
。

結
婚
証
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
夫
婦
関
係
が
成
立
す
る
。

結
婚
登
録
を
し
て
い
な
い
場
合
、
登
録
手
続
を
補
完
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

結
婚
登
録
の
後
、
男
女
双
方
の
約
定
に
も
と
づ
い
て
、
妻
は

北法53(1・181)181



料

夫
の
方
の
家
族
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
夫
は
妻
の

方
の
家
族
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

下
に
列
記
す
る
事
情
の
一
つ
に
該
当
す
る
場
合
、
婚
姻
は
無

効
で
あ
る
。

(
こ
重
婚
の
場
合
。

(
二
)
結
婚
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
親
族
関
係
に
あ
る
場
合
。

(
三
)
婚
前
に
医
学
上
結
婚
す
べ
き
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る

疾
病
に
穣
患
し
、
結
婚
後
も
ま
だ
治
癒
し
て
い
な
い
場

ムロ。

資

第
一

O
条

第

二

条

(
凹
)
法
定
の
婚
姻
適
齢
に
達
し
て
い
な
い
場
合
。

脅
迫
に
よ
り
結
婚
し
た
場
合
、
脅
迫
さ
れ
た
側
は
婚
姻
登
録

機
関
あ
る
い
は
人
民
法
院
に
対
し
て
当
該
婚
姻
の
取
消
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
脅
迫
さ
れ
た
側
か
ら
の
婚
姻
の
取

消
請
求
は
、
結
婚
登
録
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
提
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
不
法
に
人
身
の
自
由
を
制
限
さ
れ
た
当
事

者
が
婚
姻
の
取
消
を
請
求
す
る
場
合
、
人
身
の
自
由
を
回
復

し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
効
あ
る
い
は
取
り
消
さ
れ
た
婚
姻
は
、
始
め
よ
り
効
力
が

な
い
。
当
事
者
は
夫
婦
と
し
て
の
権
利
お
よ
び
義
務
を
有
し

な
い
。
同
居
期
間
中
に
得
た
財
産
は
、
当
事
者
の
協
議
に
よ

第

条

第
二
二
条

第

四

条

第
一
五
条

第
一
六
条

第
一
七
条

り
処
理
す
る
。
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
人
民
法
院
が
無

責
の
側
に
配
慮
す
る
と
い
う
原
則
に
も
と
づ
い
て
判
決
す

る
。
重
婚
が
招
い
た
婚
姻
無
効
の
財
産
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、

合
法
的
婚
姻
当
事
者
の
財
産
的
権
利
・
利
益
を
侵
害
し
て
は

な
ら
な
い
。
当
事
者
が
生
ん
だ
子
ど
も
に
は
、
本
法
の
親
子

に
つ
い
て
の
規
定
を
適
用
す
る
。

北法53(1・182)182

第
三
章

家
族
関
係

る夫家
。婦庭
双に
方お
はけ

i芸
員努
ら地
'J {立

証皇
をき
用 ai.>
いる
る。

権
利
を
有
す

夫
婦
双
方
は
生
産
、
仕
事
、
学
習
お
よ
び
社
会
活
動
に
参
加

す
る
自
由
を
有
し
、
一
方
が
他
方
に
対
し
て
制
限
あ
る
い
は

干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
。

夫
婦
双
方
は
と
も
に
計
画
出
産
を
実
行
す
る
義
務
を
負
う
。

夫
婦
が
婚
姻
関
係
存
続
期
間
中
に
得
た
下
に
列
記
す
る
財
産

は
、
夫
婦
の
共
有
に
属
す
る
。

(
ニ
給
与
・
ボ
ー
ナ
ス
。

会
二
生
産
・
経
営
の
収
益
。



第
一
八
条

邦訳中華人民共和国婚姻法

第
一
九
条

(
三
)
知
的
財
産
権
の
収
益
。

(
四
)
相
続
あ
る
い
は
贈
与
に
よ
っ
て
得
た
財
産
、
但
し
本

法
第
一
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。

(
五
)
そ
の
他
共
有
に
属
す
べ
き
財
産
。

夫
婦
は
共
有
財
産
に
対
し
、
平
等
の
処
理
権
を
有
す
る
。

下
に
列
記
す
る
事
情
の
一
つ
に
該
当
す
る
場
合
、
夫
婦
の
一

方
の
財
産
と
す
る
。

(
こ
一
方
の
婚
前
財
産
。

(
二
)
一
方
が
身
体
に
傷
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
得
た
医

療
費
、
身
体
障
害
者
生
活
補
助
費
等
の
費
用
。

さ
乙
遺
言
あ
る
い
は
贈
与
契
約
に
お
い
て
夫
あ
る
い
は
妻

の
一
方
の
み
に
属
す
と
確
定
さ
れ
た
財
産
。

(
四
)
一
方
が
専
用
す
る
生
活
用
品
。

(
五
)
そ
の
他
一
方
に
属
す
べ
き
財
産
。

夫
婦
は
婚
姻
関
係
存
続
期
間
中
に
得
た
財
産
お
よ
び
婚
前
財

産
を
約
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
、
共
有
、
あ
る
い
は

一
部
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
、
一
部
共
有
に
属
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
約
定
は
書
面
の
形
式
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

約
定
が
な
い
か
約
定
が
不
明
確
の
場
合
は
、
本
法
第
一
七
条
、

第
一
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
二
O
条

第
二
一
条

夫
婦
の
婚
姻
関
係
存
続
期
間
中
に
得
た
財
産
お
よ
び
婚
前

財
産
に
つ
い
て
の
約
定
は
、
双
方
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
っ
。

夫
婦
が
婚
姻
関
係
存
続
期
間
中
に
得
た
財
産
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
の
所
有
に
属
す
と
約
定
し
た
場
合
、
夫
ま
た
は
妻
の

一
方
が
対
外
的
に
負
っ
た
債
務
は
、
第
三
者
が
当
該
約
定
を

知
っ
て
い
た
場
合
は
、
夫
ま
た
は
妻
の
一
方
が
所
有
す
る
財

産
を
も
っ
て
弁
済
す
る
。

夫
婦
は
互
い
に
扶
養
の
義
務
を
負
う
。

一
方
が
扶
養
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
、
扶
養
を
必
要

と
す
る
一
方
は
、
扶
養
費
の
給
付
を
相
手
方
に
請
求
す
る
権

利
を
有
す
る
。

父
母
は
子
に
対
し
て
扶
養
・
教
育
の
義
務
を
負
う
。
子
は
父

母
に
対
し
て
扶
養
・
扶
助
の
義
務
を
負
う
。

父
母
が
扶
養
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
、
未
成
年
ま
た

は
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
子
は
、
父
母
に
扶

養
費
の
給
付
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

子
が
扶
養
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
、
労
働
能
力
が
な
い

か
あ
る
い
は
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
父
母
は
、
子
に
扶
養
費

の
給
付
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

嬰
児
を
溺
死
さ
せ
た
り
、
遺
棄
し
た
り
、
そ
の
他
の
嬰
児

北法530・183)183



料

第
二
二
条

資

第
二
三
条

第
二
四
条

第
二
五
条

第
二
六
条

を
殺
害
・
殺
傷
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
。

子
は
父
の
氏
に
従
っ
て
も
よ
い
し
、
母
の
氏
に
従
っ
て
も
よ

'v 
父
母
は
未
成
年
の
子
を
保
護
・
教
育
す
る
権
利
と
義
務
を
有

す
る
。
未
成
年
の
子
が
国
家
、
集
団
あ
る
い
は
他
人
に
対
し

て
損
害
を
与
え
た
際
に
は
、
父
母
は
民
事
責
任
を
負
う
義
務

を
有
す
る
。

夫
婦
は

E
い
に
遺
産
を
相
続
す
る
権
利
を
有
す
る
。

父
母
と
子
は
互
い
に
遺
産
を
相
続
す
る
権
利
を
有
す
る
。

婚
姻
に
よ
ら
ず
し
て
生
ま
れ
た
子
は
婚
姻
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
子
と
同
等
の
権
利
を
享
有
し
、
知
何
な
る
者
も
危
害
を
加

え
た
り
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。

婚
姻
に
よ
ら
ず
し
て
生
ま
れ
た
子
を
直
接
扶
養
し
な
い
実

父
あ
る
い
は
実
母
は
、
子
が
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
子
の
生
活
費
と
教
育
費
を
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
家
は
合
法
的
な
養
親
子
関
係
を
保
護
す
る
。
養
親
と
養
子

関
の
権
利
と
義
務
に
は
、
本
法
の
親
子
関
係
に
つ
い
て
の
関

係
規
定
を
適
用
す
る
。

養
子
と
実
親
問
の
権
利
と
義
務
は
、
養
親
子
関
係
の
成
立

第
二
七
条

第
二
八
条

第
二
九
条

第
三

O
条

に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

継
親
と
継
子
の
聞
に
お
い
て
、
虐
待
あ
る
い
は
差
別
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

北法53(1・184)184

継
父
あ
る
い
は
継
母
と
そ
の
扶
養
・
教
育
を
受
け
て
い
る

継
子
と
の
聞
の
権
利
と
義
務
に
は
、
本
法
の
親
子
関
係
に
つ

い
て
の
関
係
規
定
を
適
用
す
る
。

負
担
能
力
の
あ
る
祖
父
母
・
外
祖
父
母
は
、
父
母
が
す
で
に

死
亡
し
て
い
る
か
ま
た
は
父
母
に
扶
養
能
力
の
な
い
未
成
年

の
孫
・
外
孫
に
対
し
て
、
扶
養
義
務
を
負
う
。
負
担
能
力
の

あ
る
孫
・
外
孫
は
、
子
が
す
で
に
死
亡
し
た
か
ま
た
は
子
に

扶
養
能
力
の
な
い
祖
父
母
、
外
祖
父
母
に
対
し
て
扶
養
義
務

を
負
、
っ
。

負
担
能
力
の
あ
る
兄
・
姉
は
、
父
母
が
す
で
に
死
亡
し
た
か
、

あ
る
い
は
父
母
に
扶
養
能
力
の
な
い
未
成
年
の
弟
・
妹
に
対

し
て
扶
養
義
務
を
負
う
。
兄
・
姉
に
よ
り
扶
養
さ
れ
て
成
長

し
た
負
担
能
力
の
あ
る
弟
・
妹
は
、
労
働
能
力
を
欠
く
か
ま

た
は
生
活
の
趨
を
欠
く
兄
・
姉
に
対
し
て
扶
養
義
務
を
負

、つノ。
子
は
父
母
の
婚
姻
の
権
利
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
父

母
の
再
婚
お
よ
び
結
婚
後
の
生
活
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
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ぃ
。
子
の
父
母
に
対
す
る
扶
養
義
務
は
、
父
母
の
婚
姻
関
係

の
変
化
に
よ
っ
て
終
了
し
な
い
。

第
四
章

離
婚

男
女
双
方
が
離
婚
を
自
ら
望
む
場
合
は
、
離
婚
を
認
め
る
。

双
方
は
婚
姻
登
記
機
関
に
お
も
む
い
て
離
婚
を
申
請
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
婚
姻
登
録
機
関
は
双
方
が
確
か
に
自
由
意

思
に
も
と
づ
い
て
る
こ
と
、
か
つ
子
と
財
産
の
問
題
に
つ
い

て
す
で
に
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
調
ら
べ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
離
婚
証
を
発
給
す
る
。

男
女
の
一
方
が
離
婚
を
求
め
る
場
合
、
関
係
部
門
が
調
停
を

行
う
か
、
あ
る
い
は
直
接
人
民
法
院
に
離
婚
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

人
民
法
院
は
離
婚
事
件
を
審
理
す
る
に
あ
た
り
、
調
停
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
感
情
が
す
で
に
破
綻
し
て

い
る
こ
と
が
確
か
で
、
調
停
の
効
果
が
な
い
場
合
、
離
婚
を

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
に
列
記
す
る
事
情
の
一
つ
に
該
当
し
、
調
停
の
効
果
が

な
い
場
合
、
離
婚
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
三
条

第
三
四
条

第
三
五
条

(
一
)
重
婚
あ
る
い
は
配
偶
者
を
有
す
る
者
が
他
人
と
同
棲

し
た
場
合
。

合
己
家
庭
内
暴
力
を
振
う
か
あ
る
い
は
家
族
構
成
員
を
虐

待
・
遺
棄
し
た
場
合
。

(
三
)
賭
博
・
麻
薬
使
用
等
の
悪
習
が
あ
り
、
度
々
注
意
し

て
も
改
め
な
い
場
合
。

(
四
)
感
情
の
不
和
に
よ
り
別
居
が
二
年
を
渇
き
た
場
合
。

(
五
)
そ
の
他
夫
婦
感
情
の
破
綻
を
招
く
事
情
。

一
方
が
失
綜
宣
告
さ
れ
、
他
方
が
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
た

場
合
、
離
婚
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
役
軍
人
の
配
偶
者
が
離
婚
を
求
め
る
に
は
、
軍
人
の
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軍
人
の
側
に
重
大
な

故
意
・
過
失
が
あ
る
場
合
を
除
く
。

妻
が
妊
娠
中
、
分
娩
後
一
年
以
内
あ
る
い
は
妊
娠
中
絶
後
六

カ
月
以
内
は
、
夫
が
離
婚
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

妻
が
離
婚
を
申
し
立
て
た
場
合
、
あ
る
い
は
人
民
法
院
が
夫

か
ら
の
離
婚
請
求
を
確
か
に
受
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

離
婚
後
、
男
女
双
方
が
自
由
意
思
で
夫
婦
関
係
を
回
復
さ
せ

る
こ
と
を
望
む
場
合
、
婚
姻
登
録
機
関
に
お
も
む
い
て
復
婚
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料

の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

父
母
と
子
の
聞
の
関
係
は
、
父
母
の
離
婚
に
よ
っ
て
解
消
し

な
い
。
離
婚
後
、
子
が
父
あ
る
い
は
母
の
い
ず
れ
が
直
接
に

扶
養
し
て
い
る
か
を
問
わ
ず
、
依
然
と
し
て
父
母
双
方
の
子

第
三
六
条

資

で
あ
る
。

第
三
七
条

離
婚
後
、
父
母
は
子
に
対
し
て
依
然
と
し
て
扶
養
お
よ
び

教
育
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

離
婚
後
、
授
乳
期
間
内
の
子
は
、
授
乳
す
る
母
親
が
扶
養

す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
授
乳
期
を
す
ぎ
た
子
に
つ
い
て
、

双
方
に
扶
養
問
題
で
争
い
が
生
じ
て
協
議
が
調
わ
な
い
と
き

は
、
人
民
法
院
は
子
の
権
利
・
利
益
お
よ
び
双
方
の
具
体
的

事
情
に
も
と
づ
い
て
判
決
す
る
。

離
婚
後
、
一
方
が
扶
養
す
る
子
に
対
し
て
、
他
方
は
必
要
な

生
活
費
お
よ
び
教
育
費
の
一
部
あ
る
い
は
全
部
を
負
担
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
負
担
す
る
費
用
の
多
寡
お
よ
び
そ
の
期
間

の
長
短
は
、
双
方
の
協
議
に
よ
る
。
協
議
が
調
わ
な
い
と
き

は
、
人
民
法
院
の
判
決
に
よ
る
。

子
女
の
生
活
費
お
よ
び
教
育
費
に
つ
い
て
の
協
議
あ
る
い

は
判
決
に
つ
い
て
、
子
が
必
要
な
場
合
、
父
母
の
い
ず
れ
か

一
方
に
対
し
て
協
議
あ
る
い
は
判
決
で
決
め
ら
れ
て
い
た
額

第
三
八
条

第
三
九
条

第
四
O
条

を
超
え
る
合
理
的
な
請
求
を
提
起
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

離
婚
後
、
子
を
直
接
扶
養
し
な
い
父
あ
る
い
は
母
は
、
子
と

の
面
接
交
渉
の
権
利
を
有
し
、
他
方
は
そ
れ
に
協
力
す
る
義

務
を
負
う
。

面
接
交
渉
権
行
使
の
方
式
・
時
期
は
、
当
事
者
の
協
議
に

よ
る
。
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
人
民
法
院
の
判
決
に
よ

北法53(1・186)186

る
父
あ
る
い
は
母
の
面
接
交
渉
が
、
子
の
心
身
の
健
康
に
マ

イ
ナ
ス
で
あ
る
場
合
、
人
民
法
院
が
法
に
も
と
づ
い
て
面
接

交
渉
の
権
利
を
中
断
さ
せ
る
。
中
断
事
由
の
消
滅
後
は
、
面

接
交
渉
の
権
利
を
復
活
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

離
婚
の
際
、
夫
婦
の
共
有
財
産
は
双
方
の
協
議
に
よ
り
処
理

す
る
。
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
人
民
法
院
が
財
産
の
具

体
的
情
況
、
子
と
妻
方
の
権
利
・
利
益
に
配
慮
す
る
原
則
に

も
と
づ
い
て
判
決
す
る
。

夫
あ
る
い
は
妻
が
家
族
土
地
請
負
経
営
に
お
い
て
享
有
す

る
権
利
・
利
益
等
は
、
法
に
も
と
づ
い
て
保
護
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

夫
婦
が
婚
姻
関
係
存
続
期
間
中
に
得
た
財
産
は
各
自
の
所
有

と
す
る
こ
と
を
書
面
で
約
定
し
な
が
ら
、
一
方
が
子
の
扶
養
、
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四
一
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第
四
二
条
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第
四
三
条

高
齢
者
の
世
話
、
他
方
の
仕
事
へ
の
協
力
等
に
お
い
て
、
比

較
的
多
く
の
義
務
を
果
た
し
て
い
た
場
合
、
離
婚
時
に
他
方

に
補
償
を
請
求
す
る
権
利
を
有
し
、
他
方
は
補
償
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

離
婚
の
際
、
夫
婦
の
共
同
生
活
の
た
め
に
負
っ
た
債
務
は
、

共
同
で
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
同
財
産
で
は
完
済

に
不
足
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
財
産
が
各
自
の
所
有
に
属
す

場
合
、
双
方
の
協
議
に
よ
り
弁
済
す
る
。
協
議
が
調
わ
な
い

と
き
は
、
人
民
法
院
の
判
決
に
よ
る
。

離
婚
の
際
、
も
し
一
方
が
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
な
ら
ば
、

他
方
は
住
宅
等
個
人
財
産
の
中
か
ら
適
当
な
援
助
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
な
方
法
は
双
方
の
協
議
に
よ
る
。

協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
人
民
法
院
の
判
決
に
よ
る
。

第
五
章

救
済
措
置
と
法
的
責
任

家
庭
内
暴
力
ま
た
は
家
族
構
成
員
へ
の
虐
待
に
は
、
被
害
者

は
居
民
委
員
会
、
村
民
委
員
会
お
よ
び
所
属
勤
務
先
に
こ
れ

を
な
だ
め
、
調
停
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

家
庭
内
暴
力
を
ま
さ
に
振
わ
れ
て
い
る
場
合
、
被
害
者
は

第
四
四
条

第
四
五
条

第
四
六
条

居
民
委
員
会
、
村
民
委
員
会
に
な
だ
め
る
べ
き
こ
と
を
請
求

す
る
権
利
を
有
す
る
。
公
安
機
関
は
止
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

家
庭
内
暴
力
ま
た
は
家
族
構
成
員
へ
の
虐
待
に
は
、
被
害

者
が
請
求
し
た
場
合
、
公
安
機
関
は
治
安
管
理
処
罰
の
法
規

定
じ
も
と
づ
い
て
行
政
処
罰
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

家
族
の
構
成
員
を
遺
棄
す
る
者
に
対
し
、
被
害
者
は
居
民
委

員
会
、
村
民
委
員
会
お
よ
び
所
属
勤
務
先
が
な
だ
め
、
調
停

を
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

家
族
の
構
成
員
を
遺
棄
す
る
者
に
対
し
て
被
害
者
が
請
求

し
た
場
合
、
人
民
法
院
は
法
に
も
と
づ
き
扶
養
費
を
支
払
う

よ
う
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

重
婚
の
者
、
家
族
構
成
員
に
家
庭
内
暴
力
を
振
う
か
ま
た
は

虐
待
・
遺
棄
し
犯
罪
を
構
成
す
る
者
に
対
し
て
は
、
法
に
も

と
づ
き
刑
事
責
任
を
追
究
す
る
。
被
害
者
は
刑
事
訴
訟
法
の

関
係
規
定
に
も
と
づ
き
、
人
民
法
院
へ
自
訴
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
公
安
機
関
は
法
に
も
と
づ
き
捜
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
人
民
検
察
院
も
法
に
も
と
づ
き
公
訴
を
提
起
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

下
に
列
記
す
る
事
情
の
一
つ
に
該
当
し
離
婚
を
招
い
た
場
合
、
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キヰ資

第
四
七
条

第
四
八
条

無
責
の
側
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

(
一
)
重
婚
の
場
合
。

(
二
)
配
偶
者
を
有
す
る
者
が
他
の
者
と
同
棲
す
る
場
合
。

(
三
)
家
庭
内
暴
力
を
振
う
場
合
。

(
四
)
家
族
構
成
員
を
虐
待
、
遺
棄
す
る
場
合
。

離
婚
の
際
、
一
方
が
夫
婦
の
共
有
財
産
を
隠
匿
・
移
転
・
売

却
・
致
損
、
あ
る
い
は
債
務
を
で
っ
ち
あ
げ
他
方
の
財
産
を

横
領
し
よ
う
と
目
論
ん
だ
場
合
、
夫
婦
の
共
有
財
産
を
分
割

す
る
と
き
、
そ
の
財
産
を
隠
匿
・
移
転
・
売
却
・
段
損
、
あ

る
い
は
債
務
を
で
っ
ち
あ
げ
た
一
方
に
対
し
て
、
少
な
く
分

与
す
る
か
あ
る
い
は
分
与
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
離
婚
後
、

他
方
が
上
述
の
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
、
人

民
法
院
へ
訴
訟
を
提
起
し
て
、
夫
婦
の
共
有
財
産
を
再
度
分

割
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
民
法
院
は
前
項
に
規
定
す
る
民
事
訴
訟
を
妨
害
す
る
行

為
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
に
照
ら
し
て
制
裁
を
加

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

扶
養
費
、
財
産
の
分
割
お
よ
び
遺
産
相
続
、
面
接
交
渉
等
に

つ
い
て
の
判
決
あ
る
い
は
裁
定
の
執
行
を
拒
む
者
に
対
し
て
、

人
民
法
院
は
法
に
も
と
づ
き
執
行
を
強
制
す
る
。
関
係
す
る

第
四
九
条

第
五
O
条

第
五
一
条

個
人
と
事
業
所
は
そ
の
執
行
に
協
力
す
る
責
任
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
婚
姻
家
族
に
か
か
わ
る
違
法
行
為
と
法
的
責
任
に
つ

い
て
、
別
に
規
定
が
あ
る
場
合
、
そ
の
規
定
に
よ
る
。
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第
六
章

附
則

民
族
自
治
地
方
の
人
民
代
表
大
会
は
、
当
該
地
方
の
民
族
の

婚
姻
・
家
族
の
具
体
的
状
況
に
合
わ
せ
て
、
弾
力
的
規
定
を

制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
治
州
・
自
治
県
が
制
定
し
た

弾
力
的
規
定
は
、
省
・
自
治
区
・
直
轄
市
人
民
代
表
大
会
常

務
委
員
会
に
報
告
し
て
承
認
さ
れ
た
後
、
効
力
が
生
じ
る
。

自
治
区
の
制
定
し
た
弾
力
的
規
定
は
、
全
国
人
民
代
表
大
会

常
務
委
員
会
に
報
告
し
て
承
認
さ
れ
た
後
、
効
力
が
生
じ
る
。

本
法
は
一
九
八
一
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

一
九
五
O
年
五
月
一
日
公
布
し
た
「
中
華
人
民
共
和
国
婚

姻
法
」
は
、
本
法
施
行
の
日
よ
り
廃
止
す
る
。


